
第５５回道州制特区提案検討委員会次第

日時 平成25年10月8日（火）15:00～17:00

場所 プレスト１・７ ２階 Ｃ・Ｄ会議室

１ 開 会

２ 議 事

（１）国から地方への事務・権限の移譲等について

（２）分野別審議について

・ 高層木造建築物の性能評価に係る認定権限の移譲

・ 北海道議会議員選挙における選挙区の設定権限の移譲

・ 鳥獣保護法に係る危険猟法と類似の事務

（３）整理案について

・ 第３種旅行業者の募集型企画旅行実施区域を定める権限の移譲

・ 商工会議所法に基づく定款変更の認可事務の一元化

（４）その他

３ 閉 会

【配付資料】

資料１ 道民アイデア等の審議状況

資料２－１ 国から地方への事務・権限の移譲等に係る経過について

資料２－２ 第３回地方分権改革推進本部配布資料（抜粋）

資料３ 高層木造建築物の性能評価に係る認定権限の移譲

資料４ 北海道議会議員選挙における選挙区の設定権限の移譲

資料５ 鳥獣保護法に係る危険猟法と類似の事務

資料６ 整理案(第３種旅行業者の募集型企画旅行実施区域を定める権限の移譲)

資料７ 整理案（商工会議所法に基づく定款変更の認可事務の一元化)



席上配布資料

第５４回道州制特区提案検討委員会の審議結果概要について

■開催日時：平成２５年９月６日（金）１４：００～１６：００

■開催場所：第２水産ビル ３階 ３Ｇ会議室

■審議結果概要

議事（１）国から地方への事務・権限の移譲等について

◯事務局から次の２点について報告

・８月29日開催の国の第４回有識者会議において「当面の方針案」を審議・了承

・「当面の方針案」によれば、国は地方公共団体に移譲する事務・権限について、

本年末頃までに見直し方針を取りまとめるとのこと

◯このような国の動向等を踏まえて、当委員会として保留を解除し、次回答申に向けた

検討を進めることで了承

議事（２）道民アイデア（新規分）の第１次整理について〈地域振興分野〉

◯「地域振興分野」の道民アイデア９件について第１次整理

◯第１次整理の結果、次の３項目について分野別審議へ、他の６項目は一旦検討を終了

・自治体内を運行区域とする乗合タクシー等の許可権限の移譲（資料１の№４）

・高層木造建築物の性能評価に係る認定権限の移譲（資料１の№５）

・北海道議会議員選挙における選挙区の設定権限の移譲（資料１の№６）



道民アイデア等の審議状況

審 議 状 況
区 分 審 議 事 項

№ ４９回 ５０回 ５１回 ５２回 ５３回 ５４回 ５５回

１ 第３種旅行業者の募集型企画旅行実施区域を定める権限の移譲 1次整理→ 分 野 別 審 議 整理案･保留 → 国の方 修正整理案
針案が

２ 広域観光圏の指定権限の移譲 1次整理→ 分野別･保留 → → → 見えた →
ため保

道民アイデア ３ 産業振興支援策の道への移譲 1次整･保留 留解除 →

(H21年度～H23年度) ４ 自治体内を運行区域とする乗合タクシー等の許可権限の移譲 1次整理→ →

５ 高層木造建築物の性能評価に係る認定権限の移譲 1次整理→ 分野別審議

６ 北海道議会議員選挙における選挙区の設定権限の移譲 1次整理→ 分野別審議

７ 商工会議所法に基づく定款変更の認可事務の一元化 → 整 理 案

８ 指定医療機関の指定と類似の事務 庁内で 庁内で 国の動 → 国の方 →
移譲済み４事 検討中 の検討 向を見 針案が
務関連項目等 ９ 調理師養成施設の指定と類似事務（栄養士養成施設の指定事務） である ・ 調 整 極める → 見えた →

こ と を 状況を ため検 ため保
10 総合衛生管理製造過程（ＨＡＣＣＰ）の承認監視指導等の権限 報告 報告 討保留 → 留解除 →

11 鳥獣保護法に係る危険猟法と類似の事務 → 分野別審議

【今後の審議予定事項】

◯道民アイデア（平成２４年度分）の第１次整理

～平成２４年度中に道（事務局）に寄せられた２１項目の道民アイデアについて審議

◯関連する事務・権限の移譲の可否等の検討・調整を要する事務・権限

～国から地方への報告聴取・立入検査等に限った移譲について許認可・措置命令等の関連する事務・権限を併せて移譲するよう特区提案できないか審議

資料１



国から地方への事務・権限の移譲等に係る経過について

平成２５年３月８日 内閣に「地方分権改革推進本部」を設置【閣議決定】
第１回地方分権改革推進本部を開催
○安倍本部長（内閣総理大臣）指示
→国から地方への事務・権限の移譲等を推進していく必要がある

○地方分権改革担当大臣の下に有識者会議の設置を検討

平成２５年４月５日 地方分権改革担当大臣の下に「地方分権改革有識者会議」を設置
【大臣決定】

平成２５年４月 12日 第１回地方分権改革有識者会議を開催
○国の事務・権限を移譲する際の当面の受け皿を都道府県と想定す
ることで一致
○国から移譲する事務・権限の対象については本年夏頃までに一定
の結論を出す方針を決定

平成２５年４月 26日 第２回地方分権改革有識者会議を開催
○今後の地方分権改革のあり方を検討
○座長提言案～更なる地方に対する規制緩和[義務付け・枠付けの
見直し]と権限移譲

平成２５年５月 15日 第３回地方分権改革有識者会議を開催
○今後の地方分権改革のあり方について提言をとりまとめ
○同有識者会議の下に専門部会の設置を決定【座長決定】

○国から地方への事務・権限の移譲等に関する各府省の回答につい
て報告

平成２５年５月 28日 第２回地方分権改革推進本部を開催
○有識者会議がとりまとめた今後の地方分権改革のあり方について
了承
○国から地方への事務・権限の移譲等に関する各府省の回答につい
て報告、今後精査を行い、有識者会議や専門部会の議論を経た上
で、移譲対象の事務・権限について、同本部において今夏頃を目
途に一定の結論を出すことを確認

平成２５年５月 28日 内閣府から全国知事会に対して、国から地方への事務・権限の移譲
等に係る（各府省の回答に対する）地方側の意見を照会

平成２５年６月 27日 全国知事会が都道府県の意見等をとりまとめ、内閣府に対して、
各府省の検討結果に対する地方側の意見を回答

平成２５年８月 29日 第４回地方分権改革有識者会議を開催
◯国から地方公共団体への事務・権限の移譲等に関する当面の方針
案について検討

平成２５年９月 13日 第３回地方分権改革推進本部を開催
◯有識者会議で検討した「国から地方公共団体への事務・権限の
移譲等に関する当面の方針について」を案のとおり決定
→詳細は資料２－２のとおり

資料２－１
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131008 建築指導課

高層木造建築物の建築について

１ 法令の基準

高さが１３ｍを超える建築物は

Ａ 主要構造部が耐火構造である 又は

Ｂ 政令の技術的基準に適合すること（火災が終了するまで火熱に耐える）

２ 高層木造建築の建築方法

（１）耐火認定部材の使用による建築（Ａ）

柱、梁などの主要構造部に、耐火構造として告示に例示された仕様（RC造厚 10cmなど）、
又は耐火認定部材を使用する。木造は、告示で例示された仕様がないため、耐火認定を受けた

部材を採用することになる。（燃え止まり型、木質ハイブリッド型、メンブレン型）

＜手続き＞

①建築確認申請（認定部材を使用）

②建築主事等による審査

③確認済証交付

（２）耐火性能検証法による建築（Ｂ）

耐火建築物と同等の性能を有するとした告示（H12第 1433号 耐火性能検証法）に基づき

検証された構造とする。屋内火災、屋外火災に対する、主要構造部の被損傷性、遮熱性、遮

炎性を確かめる。

＜手続き＞

①告示に基づき性能評価書作成

②建築確認申請（評価書を添付）

③建築主事等による審査

④確認済証交付

＜備考＞

・室面積、天井の高さが必要であり、事務室用途では採用は困難

・天井の高いドーム建築、体育館等で採用

（あけのべドーム、綾てるはドーム など）

（３）大臣認定による建築（Ｂ）

耐火建築物と同等の性能があるとし、国土交通省が指定した性能評価機関が、高度で

専門的な知識により性能を確かめる。

＜手続き＞

①性能評価資料作成 申請者

②性能評価申請

性能評価委員会 性能評価機関

性能評価書 （日本建築センター、建材試験センターなど１１機関 道内なし）

③大臣認定申請

④大臣認定書 国土交通省

⑤建築確認申請（認定書添付）

⑥建築主事等による審査 特定行政庁等

⑦確認済証交付

＜備考＞

・室面積、天井高さが必要であり、事務室用途では採用は困難

・天井の高いドーム建築、体育館等で採用

（所沢市民体育館、高知学芸高等学校創立記念体育館、樹海体育館 など）

木質ハイブリッド燃え止まり型 メンブレン型
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確
認
を
行
う
が
、
建
築
基
準
法

○
令
第
１
０
８
条
の
３
に
定
め
る
技
術
的
基
準
と
は
、
主
要
構
造
部
が
耐
火
性
能
検
証
法
に

を
満
足
で
き
な
い
場
合
は
、
先

よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た

端
的
技
術
や
新
工
法
を
取
り
入

も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
い
う
。
（
令
第
１
０
８
条
の
３
）

れ
た
設
計
が
可
能
と
な
る
よ
う

指
定
性
能
評
価
機
関
の
性
能
評

○
こ
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
性
能
評
価
機
関
に
、
構
造
方
法

価
を
受
け
、
国
土
交
通
大
臣
の

等
の
認
定
の
た
め
の
審
査
に
必
要
な
評
価
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
（
法
第
６
８
条
の
２
６
）

新
工
法
に
よ
る
高
層
木
造
建

な
お
、
当
該
認
定
事
務
は
、
国
土
交
通
省
本
省
が
行
っ
て
い
る
。

築
の
認
定
が
迅
速
と
な
る
よ
う

認
定
権
限
の
移
譲
を
求
め
る
。

○
北
海
道
内
で
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人

北
海
道
立
総
合
研
究
機
構
（
以
下
、
道
総
研
と

い
う
）
が
、
性
能
評
価
機
関
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
同
機
構
の
性
能
評
価
に
対
す
る
業

務
区
分
は
、
耐
火
構
造
に
つ
い
て
は
壁
の
み
で
あ
り
、
壁
以
外
の
評
価
は
で
き
な
い
。
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資
料
３

高
層
木
造
建
築
物
の
性
能
評
価
に
係
る
認
定
権
限
に
つ
い
て

○
高
さ
が
１
３
ｍ
を
超
え
る

○
主
要
構
造
部
に
木
材
を
用
い
て
い
る

耐
火
建
築
物
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
主
要
構
造
部
と
は
、
壁
、
柱
、
床
、
は
り
、

屋
根
又
は
階
段
を
い
う
）

【
耐
火
建
築
物
の
要
件
】

主
要
構
造
部
を

又
は

主
要
構
造
部
を

耐
火
構
造
と
す
る
こ
と

建
築
基
準
法
施
行
令
第
１
０
８
条
の
３
に

本
提
案
に
お
い
て
移
譲
を

定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
こ
と

求
め
て
い
る
権
限

ã

【
建
築
基
準
法
施
行
令
第
１
０
８
条
の
３
に
定
め
る
技
術
的
基
準
】

主
要
構
造
部
が
耐
火
性
能
検
証
法
に
よ
り

又
は

耐
火
性
能
検
証
法
の
基
準
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て

確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と

ã

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定

し
た
性
能
評
価
機
関
に
、
構
造
方
法
等
の
認
定
の
た
め
の
審
査
に

道
総
研
が
性
能
評
価
機
関
と
し
て
の

必
要
な
評
価
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

機
能
を
有
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
部
分

（
た
だ
し
、
主
要
構
造
部
の
う
ち
壁
の
み
）

道
総
研
は
、
こ
こ
で
い
う
性
能
評
価
機
関
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
な
い

（
道
内
に
は
こ
こ
で
い
う
性
能
評
価
機
関
は
存
在
し
な
い
）

1



高
層
木
造
建
築
物
に
係
る
主
要
構
造
部
の
耐
火
構
造
等
認
定
事
務

建
築
基
準
法
第
２
条
第

9号
の
２
イ

(1
)

【耐
火
構
造
：法
第

2条
第

1項
第

7号
】

建
築
基
準
法
第
２
条
第

9号
の
２
イ

(2
)

建
築
基
準
法
施
行
令
第
１
０
８
条
の
３

　
　
　
　
【政
令
で
定
め
る
基
準
】

国
土
交
通
大
臣
の
認
定

【
主
要
構
造
部
】

耐
火
性
能
検
証
法
の
基
準
に

相
当
す
る
も
の

【
主
要
構
造
部
】

道 総 研

評 価 可 能

指
定
性
能
評
価
機
関
に
よ
る
性
能
評
価

国
土
交
通
大
臣
の
認
定

柱 床 は
り

階
段
又
は
屋
根

2



131008 建築指導課

高層木造建築物の建築について

１ 法令の基準

高さが１３ｍを超える建築物は

Ａ 主要構造部が耐火構造である 又は

Ｂ 政令の技術的基準に適合すること（火災が終了するまで火熱に耐える）

２ 高層木造建築の建築方法

（１）耐火認定部材の使用による建築（Ａ）

柱、梁などの主要構造部に、耐火構造として告示に例示された仕様（RC造厚 10cmなど）、
又は耐火認定部材を使用する。木造は、告示で例示された仕様がないため、耐火認定を受けた

部材を採用することになる。（燃え止まり型、木質ハイブリッド型、メンブレン型）

＜手続き＞

①建築確認申請（認定部材を使用）

②建築主事等による審査

③確認済証交付

（２）耐火性能検証法による建築（Ｂ）

耐火建築物と同等の性能を有するとした告示（H12第 1433号 耐火性能検証法）に基づき

検証された構造とする。屋内火災、屋外火災に対する、主要構造部の被損傷性、遮熱性、遮

炎性を確かめる。

＜手続き＞

①告示に基づき性能評価書作成

②建築確認申請（評価書を添付）

③建築主事等による審査

④確認済証交付

＜備考＞

・室面積、天井の高さが必要であり、事務室用途では採用は困難

・天井の高いドーム建築、体育館等で採用

（あけのべドーム、綾てるはドーム など）

（３）大臣認定による建築（Ｂ）

耐火建築物と同等の性能があるとし、国土交通省が指定した性能評価機関が、高度で

専門的な知識により性能を確かめる。

＜手続き＞

①性能評価資料作成 申請者

②性能評価申請

性能評価委員会 性能評価機関

性能評価書 （日本建築センター、建材試験センターなど１１機関 道内なし）

③大臣認定申請

④大臣認定書 国土交通省

⑤建築確認申請（認定書添付）

⑥建築主事等による審査 特定行政庁等

⑦確認済証交付

＜備考＞

・室面積、天井高さが必要であり、事務室用途では採用は困難

・天井の高いドーム建築、体育館等で採用

（所沢市民体育館、高知学芸高等学校創立記念体育館、樹海体育館 など）

木質ハイブリッド燃え止まり型 メンブレン型

3
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大
分
類
Ｈ

地
域
振
興
対
策

※
「
１
次
で
整
理
す
る
理
由
等
」
欄
の
区
分

～
①
国
の
専
掌
事
項
、
②
現
行
法
令
で
対
応
可
能
、
③
現
行
施
策
の
推
進
で
対
応
可
能
、
④
そ
の
他

中
分
類

実
現
す
る
た
め
に

実
現
し
た
場
合
に
考
え
ら
れ
る

関
係

対
応
方
向

細
分
類

概
要

事
実
関
係
等
の
整
理

考
え
ら
れ
る
手
法

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

部
課

分
野
別

１
次

<
小
分
類
>

審
議
へ

整
理

3
5
1
1
H

地
域

高
層
木
造
建
築

北
欧
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で

○
高
さ
が
１
３
ｍ
を
超
え
る
建
築
物
で
、
主
要
構
造
部
（
床
、
屋
根
及
び
階
段
を
除
く
）
に

○
建
築
基
準
法
の
改
正

【
メ
リ
ッ
ト
】

建
）

活
性
化

物
の
性
能
評
価

は
、
林
業
振
興
や
地
産
地
消
に

木
材
を
用
い
た
も
の
は
、
建
築
基
準
法
（
以
下
、
「
法
」
と
い
う
）
第
２
条
第
９
号
の
２
イ

○
手
続
き
の
軽
減
や
迅
速
化
が
図
ら
れ
、
申
請
者

建
築
指
導

<
独
自
基

に
係
る
認
定
権

よ
る
地
域
経
済
の
活
性
化
を
図

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
＝
耐
火
建
築
物
）
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
利
便
性
が
増
す
。

課
○

準
の
設
定

限
の
移
譲

る
た
め
、
高
層
の
木
造
建
築
物

（
法
第
２
１
条
第
１
項
）

>
を
認
め
て
い
る
。

○
高
層
木
造
建
築
物
の
建
設
が
進
む
こ
と
に
な
れ

日
本
で
高
層
の
木
造
建
築
物

○
法
第
２
条
第
９
号
の
２
イ
で
は
、
耐
火
建
築
物
の
要
件
と
し
て
、
主
要
構
造
部
を
耐
火
構

ば
、
林
業
や
住
宅
産
業
の
振
興
に
つ
な
が
る
。

を
建
設
す
る
際
は
、
建
築
基
準

造
と
す
る
か
、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
以
下
、
「
令
」
と
い
う
）
第
１
０
８
条
の
３
に
定
め

１
次
で
整
理

法
に
定
め
ら
れ
た
仕
様
規
定
や

る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
規
定
し
て
い
る
。

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

す
る
理
由
等

耐
火
性
能
検
証
法
に
よ
り
建
築

確
認
を
行
う
が
、
建
築
基
準
法

○
令
第
１
０
８
条
の
３
に
定
め
る
技
術
的
基
準
と
は
、
主
要
構
造
部
が
耐
火
性
能
検
証
法
に

を
満
足
で
き
な
い
場
合
は
、
先

よ
り
確
か
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た

端
的
技
術
や
新
工
法
を
取
り
入

も
の
で
あ
る
こ
と
、
を
い
う
。
（
令
第
１
０
８
条
の
３
）

れ
た
設
計
が
可
能
と
な
る
よ
う

指
定
性
能
評
価
機
関
の
性
能
評

○
こ
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
し
た
性
能
評
価
機
関
に
、
構
造
方
法

価
を
受
け
、
国
土
交
通
大
臣
の

等
の
認
定
の
た
め
の
審
査
に
必
要
な
評
価
の
全
部
又
は
一
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

認
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
（
法
第
６
８
条
の
２
６
）

新
工
法
に
よ
る
高
層
木
造
建

な
お
、
当
該
認
定
事
務
は
、
国
土
交
通
省
本
省
が
行
っ
て
い
る
。

築
の
認
定
が
迅
速
と
な
る
よ
う

認
定
権
限
の
移
譲
を
求
め
る
。

○
北
海
道
内
で
は
、
地
方
独
立
行
政
法
人

北
海
道
立
総
合
研
究
機
構
（
以
下
、
道
総
研
と

い
う
）
が
、
性
能
評
価
機
関
に
指
定
さ
れ
て
い
る
が
、
同
機
構
の
性
能
評
価
に
対
す
る
業

務
区
分
は
、
耐
火
構
造
に
つ
い
て
は
壁
の
み
で
あ
り
、
壁
以
外
の
評
価
は
で
き
な
い
。
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北海道議会議員選挙における

選挙区の設定権限の移譲
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区
　

　
　

　
　

　
分

主
な

改
正

内
容

効
　

　
　

　
果

問
題

点

全
国

都
道

府
県

議
会

議
長

会
【
現

行
】

○
生

活
圏

な
ど

、
地

域
の

実
情

に
○

人
口

比
例

原
則

は
維

持
さ

れ
る

た

平
成

2
5
年

４
月

  
都

道
府

県
の

議
会

議
員

の
選

挙
区

は
、

郡
市

（
道

に
お

い
  
 合

っ
た

自
主

的
な

選
挙

区
設

定
  
 め

、
議

員
定

数
が

都
市

部
に

集
中

関
係

国
会

議
員

に
要

請
  
て

「
郡

」
は

、
「
支

庁
」
）
の

区
域

に
よ

る
。

　
が

可
能

と
 な

る
。

  
 す

る
問

題
を

解
消

で
き

な
い

。

【
改

正
案

】

　
選

挙
区

は
、

①
市

、
②

市
＋

市
と

隣
接

す
る

町
村

、
③

隣
接

  
す

る
町

村
、

の
い

ず
れ

か
を

基
本

と
し

、
条

例
で

定
め

る
。

公
職

選
挙

法
改

正
案

平
成

2
5
年

６
月

  
※

選
挙

区
設

定
に

当
た

っ
て

は
、

人
口

比
例

を
原

則
と

し
、

衆
議

院
提

出
  
  
 強

制
合

区
の

ル
ー

ル
は

残
す

。

北
海

道
議

会
○

定
数

配
分

に
あ

た
っ

て
は

、
人

口
比

例
を

基
礎

と
し

な
が

ら
○

人
口

減
少

地
域

か
ら

の
地

域
代

○
一

票
の

較
差

が
拡

大
す

る
場

合
が

  
 も

、
選

挙
区

内
の

面
積

や
自

治
体

数
を

考
慮

す
る

こ
と

が
  
 表

が
確

保
さ

れ
る

こ
と

に
よ

り
、

  
 あ

り
得

る
。

平
成

2
5
年

３
月

  
 で

き
る

仕
組

み
の

導
入

や
政

令
市

等
の

定
数

配
分

の
在

り
  
  
幅

広
く
民

意
や

地
域

の
課

題
を

総
務

省
及

び
自

民
党

の
  
 方

を
見

直
す

。
  
 把

握
で

き
る

よ
う

に
な

る
。

選
挙

制
度

関
係
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【公職選挙法】

■第１５条第１項

都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による。

※ 郡とあるのは、道においては支庁の所管区域とする。（第２７１条第１項）

■第１５条第２項

前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもって除

して得た数の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合わせて一選挙区

を設けなければならない。

・当該都道府県の人口：直近の国勢調査の人口による（平成２２年国勢調査人口）

～ 5,506,419 人 ‥‥‥‥‥‥ ①

・当該都道府県の議会の議員の定数： 104人 ‥‥‥‥‥‥ ②

ã

①／② ＝ 52,946 人 → 議員一人当たりの人口

・52,946 人の半数 → 26,473 人

○配当基数とは、各選挙区の人口を議員一人当たり人口で除した値をいう。

（小数点第４位以下切り捨て）

【例】

（千歳市）

選挙区の人口 議員一人当たりの人口 配当基数

93,604 人 ÷ 52,946 人 ＝ 1.7679

（留萌市）

選挙区の人口 議員一人当たりの人口 配当基数

24,457 人 ÷ 52,946 人 ＝ 0.4619

強制合区について

配当基数について

人口が26,473人に達しない振興局・市は、隣接する他の振興局・市の区域と

合わせて一選挙区を設けなければならない。

2



公職選挙法の改正を求める緊急要請 

 
都道府県議会議員の選挙制度は、明治11年の府県会規則以来、一貫して

郡市という歴史的行政単位が選挙区とされており、郡市の地域代表という

性格を強く有している点に特徴がある。 

しかしながら、大正10年の「郡制廃止に関する法律」によって郡制が廃

止された結果、現在「郡」には行政単位の実質はなく、さらに合併の進行

によって地域代表の単位としての郡の存在意義は大きく変化している。 

第29次地方制度調査会の答申では、議員定数の法定上限を撤廃し各地方

公共団体の自主性に委ねることにより議会制度の自由度を高めるとされた。

さらに、自由度を高めるとともに地域間格差を是正する観点からは、都道

府県議会議員の選挙区の設定も全国一律の基準とするのではなく、地域代

表と人口比例を調和させながら地域の実情に応じて自主的に選挙区を設定

できることとすることにより、住民意思を正しく議会に反映させ、地域の

振興を図る制度とすることが喫緊の課題となっている。 

よって、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」とし

ている公職選挙法の規定(第15条)を改正し、全国的に守られるべきルール

を明らかにした上で、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選

挙区を規定できるようにすることを強く要請する。 

 

  平成21年10月27日 

 

全国都道府県議会議長会 
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公職選挙法の一部を改正する法律案要綱 
 
 
第一 都道府県の議会の議員の選挙区 

 １ 都道府県の議会の議員の選挙区は、 
   ①一の市の区域 
   ②一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域 
   ③隣接する町村の区域を合わせた区域 
  のいずれかによることを基本とし、条例で定めること。 

（第15条第１項関係） 

 ２ １の選挙区は、その人口が議員一人当たりの人口（都道府県の人

口を都道府県の議会の議員の定数で除して得た数）の半数以上にな

るようにしなければならないこと。この場合において、一の市の区

域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは、隣接す

る他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとすること。 

（第15条第２項関係） 
 ３ 一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であって

も議員一人当たりの人口に達しないときは、隣接する他の市町村の

区域と合わせて一選挙区を設けることができること。 
（第15条第３項関係） 

 ４ 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上である

ときは、当該町村の区域をもって一選挙区とすることができること。 
（第15条第４項関係） 

 ５ 指定都市に対し１から３までの規定を適用する場合における市の

区域は、当該指定都市の区域を２以上の区域に分けた区域とし、こ

の場合においては、区の区域を分割しないものとすること。 
（第15条第９項関係） 

 
 

第二 施行期日等 
 １ この法律は、平成27年３月１日から施行すること。 

（附則第１条関係） 
 ２ 新法の規定は、施行日以後初めてその期日を告示される都道府県

の議会の議員の一般選挙から適用し、施行日以後初めてその期日を
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告示される都道府県の議会の議員の一般選挙の告示の日の前日まで

にその期日を告示される選挙については、なお従前の例によること。 
（附則第２条関係） 

 ３ 第一の１にかかわらず、施行日の前日における選挙区で隣接して

いない町村の区域を含むものがあるときは、当該選挙区に係る区域

の変更が行われるまでは、その区域をもって一選挙区とすることが

できること。               （附則第３条関係） 
 ４ 都道府県の議会の議員の選挙区の在り方については、この法律の

施行後の状況を勘案し、地域の実情や都道府県の自主性に配慮する

観点から必要な検討が加えられるものとすること。 
（附則第４条関係） 

 ５ その他所要の規定を整備すること。 
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【現行】

道府県の議会議員の選挙区は、郡市（道においては、「振興局」と「市」）の区域による。

【改正案】

選挙区は、「市」、「市＋市と隣接する町村」、「隣接する町村」のいずれかを基本とし、

条例で定める。

【現行】 【改正案】

①A市選挙区

②甲総合振興局選挙区
甲総合振興局

 B町
甲総合振興局

 C町

③D市選挙区

【現行】は、①A市選挙区、②甲総合振興局選挙区、③D市選挙区の３つの選挙区がある。

【改正後】は、甲総合振興局内の町村を分割し、隣接するA市、D市と合わせて新たな選挙区

を設定することが可能になる。

公職選挙法改正後の選挙区設定の事例

 A市

 D市

事　　例

X選挙区
（A市＋甲総合振興局B 町）

Y選挙区
（D市＋甲総合振興局C 町）
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北海道議会議員選挙に向けた今後の北海道議会議員定数等の

基本的な考え方について

平成２４年１２月

北海道議会議員定数等検討協議会

北海道は、国土の２２％を占める広大な面積を有し、積雪寒冷という厳しい自然環境

にある一方、近年、人口の減少や少子高齢化の一層の進行に加え、大都市への人口の偏

在化がますます進んでいる。

このような状況の下で、平成２３年北海道議会議員選挙においては、北海道議会議員

の総定数を１０６人から１０４人に減員したが、これまで札幌市など大都市の定数を抑

え、人口が減少している郡部の選挙区の定数をできるだけ維持してきたことなどから、

選出される議員１人当たりの人口が３倍を超える較差（いわゆる一票の較差）が生じて

いる。

公職選挙法においては、都道府県議会議員は郡市の区域をもって構成される選挙区に

おいて選挙され、各選挙区において選挙すべき議員の数は、人口に比例して条例で定め

ることとされており、特別な事情がある場合には、概ね人口を基準とし、地域間の均衡

を考慮して定めることができる。

しかしながら、北海道議会議員の定数を公職選挙法上の人口比例原則に基づき選挙区

に配分する従来の手法では、今後、人口減少地域からは地域代表を選出することができ

ない状況が懸念されるとともに、道内の地域バランス等の特別な事情を考慮した配分を

続けると、一票の較差が更に大きくなることが予想される。

道議会の機能を十分に活かすためには、人口密度の高い都市地域だけでなく、過疎地

域や離島など人口密度の低い地域の民意も酌み取り、道政に反映させることが必要であ

ることから、人口比例原則を基本としながらも地域の実情に応じた定数配分をいかに行

っていくかが課題となる。そのため、北海道議会議員定数等検討協議会では、人口の減

少が進む地域の民意の反映に配慮しながら総定数を検討するという観点で、人口減少期

における議員定数の在り方、人口減少が著しい地域における選挙区の在り方などについ

て、有識者から意見を伺うなどして検討を進めてきたところである。

その結果、人口の減少が進む地域の代表を確保しながら１票の較差を是正するには、

現行制度では限界があり、北海道の地域特性に配慮した定数配分や選挙区設定を行うこ

とができる仕組みが必要であることから、次のとおり考えを取りまとめ国等へ要請を行

うものとする。
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なお、北海道議会議員定数等検討協議会は、上記の制度改正を要請する

にとどまらず、今後も、一票の較差是正や民意を反映するために地域代表

を確保するという課題について検討を進め、現行制度下における北海道議

会議員定数のあり方についても、真摯に検討を進めていく。

注）配当基数：その選挙区の人口を全道の議員１人当たり人口(５２，９４６人)で割った数字

議員定数を配分する際の基礎数字

注）議員１人当たり人口：全道人口(５，５０６，４１９人)を議員総定数(１０４人)で割った

数字

１ 定数配分にあたっては、人口比例を基礎としながらも、地域代表を

確保する観点から、選挙区内の面積や自治体数を考慮することができ

る仕組みの導入や政令市等の定数配分の在り方を見直すよう要請する。

２ 現在、｢郡市の区域による｣としている公職選挙法を都道府県が条例

で自主的に選挙区を規定できるよう速やかに改正するとともに、配当

基数が０．５未満の場合でも、合区すると地域の行政需要に応じきれ

ない場合には特例選挙区として１選挙区を維持できるよう制度の改正

について要請する。

３ 地域主権改革の推進により、地方議会の果たす役割は今後、一層増

大することから、社会情勢の変化を踏まえた地方議会の在り方や役割

などを明確にし、その特性を十分発揮できるような選挙制度について

の検討を行うよう要請する。
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「北海道議会議員の選挙区の設定」関係法令

■地方自治法

〈第９０条第１項〉

都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。

■公職選挙法

〈第１５条〉

１ 都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による。

２ 前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつて

除して得た数（以下本条中「議員一人当りの人口」という。）の半数に達しないときは、条

例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けなければならない。

３ 第一項の区域の人口が議員一人当りの人口の半数以上であつても議員一人当りの人口

に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合せて一選挙区を設けることができる。

４ 一の郡の区域が他の郡市の区域により二以上の区域に分断されている場合における前

三項の規定の適用については、当該各区域又はそれらの区域を合せた区域を郡の区域とみな

すことができる。一の郡の区域が他の郡市の区域により分断されてはいないが地勢及び交通

上これに類似する状況にあるときも、また同様とする。

５ 一の郡市の区域が二以上の衆議院（小選挙区選出）議員の選挙区に属する区域に分か

れている場合における第一項から第三項までの規定の適用（前項の規定の適用がある場合を

含む。）については、当該各区域を郡市の区域とみなすことができる。

６ 市町村は、特に必要があるときは、その議会の議員の選挙につき、条例で選挙区を設

けることができる。但し、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市（以下「指定

都市」という。）については、区の区域をもつて選挙区とする。

７ 第二項、第三項又は前項の規定により選挙区を設ける場合においては、行政区画、衆

議院（小選挙区選出）議員の選挙区、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的に行わ

なければならない。

８ 各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、条

例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基準とし、

地域間の均衡を考慮して定めることができる。

９ 前各項に定めるもののほか、地方公共団体の議会の議員の選挙区及び各選挙区におい

て選挙すべき議員の数に関し必要な事項は、政令で定める。
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〈第２６９条〉

衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議

員及び長の選挙に関してこの法律の規定を適用するについては、政令の定めるところにより、

当該市においては、区を市とみなし、区の選挙管理委員会及び選挙管理委員を市の選挙管理

委員会及び選挙管理委員とみなす。この場合において、第二十二条の規定の適用については、

同条中「資格を有する者」とあるのは、「資格を有し、かつ、その日において当該区の区長

が作成する住民基本台帳に記録されている者」とする。

〈第２７１条〉

第十五条第一項から第五項まで及び第十五条の二第三項中郡とあるのは、都においては支

庁の所管区域を含み、道においては支庁の所管区域とする。

２ 昭和四十一年一月一日現在において設けられている都道府県の議会の議員の選挙区に

ついては、当該区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもつ

て除して得た数の半数に達しなくなつた場合においても、当分の間、第十五条第二項の規定

にかかわらず、条例で当該区域をもつて一選挙区を設けることができる。

■公職選挙法施行令

〈第１４４条〉

法及びこの政令における人口は、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国

的な人口調査の結果による人口による。但し、官報公示の人口の調査期日以後において都道

府県、郡又は市町村の境界に変更があつた場合においては、地方自治法施行令（昭和二十二

年政令第十六号）第百七十六条 又は第百七十七条の規定によつて都道府県知事が告示した

人口による。

10

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%90%ad%88%ea%98%5a&REF_NAME=%92%6e%95%fb%8e%a9%8e%a1%96%40%8e%7b%8d%73%97%df&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%90%ad%88%ea%98%5a&REF_NAME=%91%e6%95%53%8e%b5%8f%5c%98%5a%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000017600000000000000000000000000000
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%93%f1%90%ad%88%ea%98%5a&REF_NAME=%91%e6%95%53%8e%b5%8f%5c%8e%b5%8f%f0&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000017700000000000000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000017700000000000000000000000000000


大
分
類
Ｈ

地
域
振
興
対
策

※
「
１
次
で
整
理
す
る
理
由
等
」
欄
の
区
分

～
①
国
の
専
掌
事
項
、
②
現
行
法
令
で
対
応
可
能
、
③
現
行
施
策
の
推
進
で
対
応
可
能
、
④
そ
の
他

中
分
類

実
現
す
る
た
め
に

実
現
し
た
場
合
に
考
え
ら
れ
る

関
係

対
応
方
向

細
分
類

概
要

事
実
関
係
等
の
整
理

考
え
ら
れ
る
手
法

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

部
課

分
野
別

１
次

<
小
分
類
>

審
議
へ

整
理

1
5
1
4
H

地
方
自
治

北
海
道
議
会
議

都
道
府
県
の
議
会
議
員
の
選

【
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
の
設
定
】

○
公
職
選
挙
法
の
改
正

【
メ
リ
ッ
ト
】

総
政
）

の
強
化

員
選
挙
に
お
け

挙
区
は
公
職
選
挙
法
に
規
定
さ

○
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
は
、
公
職
選
挙
法
で
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
都
道
府
県

○
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
選
挙
区
の
設
定
が
可
能

市
町
村
課

<
住
民
自

る
選
挙
区
の
設

れ
て
お
り
、
北
海
道
議
会
議
員

の
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
道
で
は
、
「
北
海
道
議
会
議
員
の
定
数
並
び
に
選

と
な
る
。

議
会
）

○

治
の
強
化

定
権
限
の
移
譲

の
選
挙
区
は
、
支
庁
所
管
区
域

挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
」
に
お
い
て
規
定

政
策
調
査

>
と
市
の
区
域
と
さ
れ
て
い
る
。

し
て
い
る
。

○
地
域
に
よ
る
議
員
の
数
の
偏
在
が
抑
制
さ
れ

課

今
後
、
広
域
行
政
や
人
口
減

る
。

選
管
）

少
が
進
め
ば
、
現
在
の
選
挙
区

○
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
は
、
公
職
選
挙
法
第
１
５
条
に
よ
り
郡
市
の
区
域
に
よ
る

１
次
で
整
理

ご
と
の
人
口
が
不
均
一
と
な
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
北
海
道
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
第
２
７
１
条
に
よ
り
「
支

【
デ
メ
リ
ッ
ト
】

す
る
理
由
等

こ
と
が
予
想
さ
れ
て
お
り
、
現

庁
の
所
管
区
域
」
と
「
市
の
区
域
」
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

状
の
選
挙
区
で
は
全
道
民
の
声

を
適
切
に
反
映
で
き
る
の
か
危

○
郡
（
支
庁
）
又
は
市
の
人
口
が
一
定
基
準
を
下
回
る
場
合
は
、
隣
接
す
る
他
の
郡
市
の
区

惧
さ
れ
る
。

域
と
合
わ
せ
て
一
の
選
挙
区
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
（
公
職
選

そ
こ
で
、
都
道
府
県
議
会
議

挙
法
第
１
５
条
第
２
項
）
、
選
挙
区
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
行
政
区
画
、
地
勢
交
通
等
の

員
の
選
挙
区
の
設
定
権
限
を
北

事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
合
理
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
（
公

海
道
に
移
譲
す
る
。

職
選
挙
法
第
１
５
条
第
７
項
）
。

【
道
議
会
議
員
定
数
等
検
討
協
議
会
に
お
け
る
検
討
】

○
道
議
会
議
員
の
定
数
や
選
挙
区
に
つ
い
て
は
、
道
議
会
の
各
派
の
幹
事
長
で

構
成
さ
れ

る
「
道
議
会
議
員
定
数
等
検
討
協
議
会
」
に
お
い
て
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

○
当
協
議
会
で
は
、
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
郡
市
の
区
域
に
よ
ら
ず
、

都
道
府
県
が
条
例
で
自
主
的
に
選
挙
区
を
規
定
で
き
る
よ
う
、
公
職
選
挙
法
を
改
正
す
る

こ
と
等
に
つ
い
て
、
本
年
３
月
に
、
総
務
省
及
び
自
民
党
の
選
挙
制
度
関
係
者
に
要
請
を

行
っ
て
い
る
。

【
政
党
に
よ
る
公
職
選
挙
法
改
正
に
向
け
た
動
き
】

○
本
年
６
月
、
自
民
、
公
明
両
党
は
、
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
に
つ
い
て
は
郡
市
の

区
域
に
よ
ら
ず
、
一
定
の
条
件
の
下
、
都
道
府
県
が
条
例
で
自
主
的
に
選
挙
区
を
規
定
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
し
た
公
職
選
挙
法
改
正
案
を
衆
議
院
に
提
出
。
今
後
、

国
会
で
審
議
さ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
。

【
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
に
お
け
る
動
き
】

○
全
国
都
道
府
県
議
会
議
長
会
は
、
平
成
2
1
年
1
0
月
、
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
に
つ

い
て
は
郡
市
の
区
域
に
よ
ら
ず
、
都
道
府
県
が
条
例
で
自
主
的
に
選
挙
区
を
規
定
で
き
る

よ
う
、
公
職
選
挙
法
の
改
正
を
求
め
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
「
公
職
選
挙
法
の
改
正
を
求

め
る
緊
急
要
請
」
を
行
い
、
以
後
、
継
続
的
に
国
に
対
し
て
要
請
。
直
近
で
は
、
平
成
2
5

年
4
月
9
日
に
、
次
期
統
一
地
方
選
挙
に
間
に
合
う
よ
う
公
職
選
挙
法
を
改
正
す
る
よ
う
、

関
係
国
会
議
員
に
対
し
て
要
請
を
行
っ
て
い
る
。
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＜
過
去
の
類
似
提
案
＞

※
H
2
0
.
1
1
.
6
第
2
4
回
提
案
検
討
委
員
会

中
分
類

提
案
数

実
現
す
る
た
め
に

実
現
し
た
場
合
に
考
え
ら
れ
る

関
係

個
票

細
分
類

概
要

重
複

事
実
関
係
等
の
整
理

考
え
ら
れ
る
手
法

メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト

部
課

番
号

<
小
分
類
>

除
く

地
方
自
治

都
道
府
県
議
会

北
海
道
議
会
議
員
の
選
挙
区
を

１
１

・
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
は
、
公
職
選
挙
法
第
１
５
条
に
よ
り
郡
市

公
職
選
挙
法
の
特
例

（
メ
リ
ッ
ト
）

総
政
）

3
3
2
3
H

の
強
化

議
員
の
選
挙
区

公
職
選
挙
法
で
定
め
る
の
で
は

の
区
域
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
道
に
お
い
て
は
、
公
職
選
挙
法

・
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
選
挙
区
の
設
定
が
可
能

市
町
村

<
住
民
自

の
決
定
権
限
の

な
く
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
が

第
２
７
１
条
の
特
例
規
定
に
よ
り
支
庁
の
所
管
区
域
と
市
の
区
域
と
さ
れ

に
な
る
。

課

治
の
強
化

移
譲

で
き
る
よ
う
に
す
る
。

て
い
る
。

>
※
道
議
会
議
員
の
選
挙
区
の
区
割
り
に
関
し
て

・
都
道
府
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
は
、
公
職
選
挙
法
で
定
め
る
基
準
に
基
づ

は
、
道
議
会
の
意
向
を
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
。

き
、
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
道
に
お
い
て
も
「
北
海
道
議

会
議
員
の
定
数
並
び
に
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議

員
の
数
に
関
す
る
条
例
」
を
制
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

・
合
区
に
よ
り
選
挙
区
を
設
け
る
場
合
は
、
行
政
区
画
、
地
勢
、
交
通
等
の

事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
合
理
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

な
っ
て
お
り
、
こ
の
基
準
に
基
づ
き
選
挙
区
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
北
海
道
総
合
振
興
局
設
置
条
例
を
平
成
２
１
年
４
月
１
日
に
施
行
す
る
た

め
、
現
在
、
国
に
対
し
て
現
行
の
選
挙
区
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
公
職
選
挙
法
の
改
正
を
要
望
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
に
お
い
て

は
法
改
正
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
該
公

職
選
挙
法
の
改
正
の
動
向
を
踏
ま
え
た
上
で
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

ã

※
現
在
は
、
北
海
道
総
合
振
興
局
及
び
振
興
局
の
設
置
に
関
す
る
条
例

第
１
条
で
、
「
地
方
自
治
法
第
1
5
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
支
庁

と
し
て
、
北
海
道
総
合
振
興
局
及
び
北
海
道
振
興
局
を
設
置
す
る
。
」

と
規
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
法
改
正
の
必
要
は
な
く
な
り
、
公
職
選

挙
法
第
２
７
１
条
の
支
庁
の
区
域
は
、
条
例
で
定
め
る
振
興
局
の
区

域
と
な
っ
て
い
る
。
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都道府県議会議員の選挙区の設定権限を北海道に移譲し、道内の地域特性に応じた

選挙区の設定を可能とする。

l

提案者からのアイデア

北海道議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区に

おいて選挙すべき議員の数に関する条例

定 数 １０４人

選挙区 ４８

公職選挙法における選挙区設定に係る主なルール

■第１５条第１項

都道府県の議会の議員の選挙区は、郡市の区域による。

選挙区の設定単位

「郡市の区域」
○政令指定都市については、区を市とみなす。

○北海道については、振興局を「郡」とする。

■第１５条第２項

前項の区域の人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をも

って除して得た数の半数に達しないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合わせ

て一選挙区を設けなければならない。

強制合区

北海道議会議員選挙における選挙区の設定権限の移譲について

■第１５条第８項

各選挙区において選挙すべき地方公共団体の議会の議員の数は、人口に比例して、

条例で定めなければならない。ただし、特別の事情があるときは、おおむね人口を基

準とし、地域間の均衡を考慮して定めることができる。

人口比例原則

選挙区の設定は、「市」、「区」、「振興局」の３パターン

席上配布資料
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